
宝
町
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
㈱
と
の
設
置

業
務
の
契
約
が
３
月
31
日
を
も
っ
て

終
了
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
設
置
業
務
の
契
約
が
終

了
す
る
こ
と
に
伴
い
、
４
月
以
降
の

次
期
手
法
に
つ
い
て
、
検
討
を
重
ね

て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
設
置
業

務
に
つ
い
て
は
『
指
定
工
事
店
制
度
』

に
、
平
成
30
年
度
以
降
に
設
置
し
た

町
営
浄
化
槽
と
平
成
31
年
度
以
降
の

全
て
の
町
営
浄
化
槽
の
維
持
管
理
等

の
業
務
に
つ
い
て
は
包
括
業
務
と
し

場
合
は
、
そ
の
浄
化
槽
を
町
に
寄
付

す
る
と
い
う
形
で
浄
化
槽
の
所
有
権

を
町
に
移
管
い
た
だ
く
『
寄
付
採
納

制
度
』
も
引
き
続
き
行
っ
て
い
ま
す
。

（
表
②
の
浄
化
槽
使
用
料
が
必
要
）

　

寄
付
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
役
場
環

境
衛
生
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

撤
去
費
や
配
管
補
助
、

若
者
定
住
補
助
も
継
続

　

町
営
浄
化
槽
事
業
で
は
、
設
置
促
進

策
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
補
助
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

単
独
処
理
浄
化
槽
や
く
み
取
り
式
便

所
か
ら
の
設
置
替
え
促
進
策
と
し
て

は
、
単
独
処
理
浄
化
槽
を
撤
去
し
て
町

営
浄
化
槽
を
設
置
し
た
場
合
、
浄
化
槽

撤
去
工
事
に
対
し
９
万
円
を
上
限
に
補

助
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
設
置
替
え
の

た
め
の
配
管
工
事
費
に
対
し
６
万
円
を

て
民
間
事
業
者
に
委
託
す
る
手
法
で

行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

４
月
以
降
は
、
指
定
工
事
店
と
し
て

町
に
登
録
を
行
っ
た
浄
化
槽
設
置
業
者

が
町
営
浄
化
槽
の
設
置
や
申
請
を
行
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

指
定
工
事
店
へ
の
登
録
は
、
３
月
中

に
行
い
、
４
月
１
日
か
ら
は
指
定
工
事

店
制
度
に
移
行
し
ま
す
。

　

な
お
、
既
に
町
で
管
理
を
行
っ
て
い

る
浄
化
槽
は
、
従
来
ど
お
り
町
が
責
任

を
も
っ
て
管
理
し
て
い
き
ま
す
。

上
限
に
配
管
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

若
者
の
定
住
促
進
策
と
し
て
、
40
歳
未

満
の
方
が
住
宅
を
新
築
し
、
町
営
浄
化
槽

を
設
置
さ
れ
た
場
合
、
浄
化
槽
設
置
分
担

金
の
一
部
補
助
と
し
て
、
一
律
６
５
，
５

０
０
円
の
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
詳
し
く
は
、
役
場
環
境
衛
生
課
（
☎

33
―
０
３
３
８
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

分
担
金
は
１
６
５
，
５
０
０
円

使
用
料
は
３
，８
０
０
円（
５
人
槽
）

　

町
営
浄
化
槽
の
設
置
分
担
金
や
使
用

料
は
、
こ
れ
ま
で
と
変
わ
り
ま
せ
ん
の

４
月
か
ら
は
指
定
工
事
店
が

町
営
浄
化
槽
を
設
置

　

同
事
業
で
は
、
今
ま
で
民
間
の
資
金

力
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
て
行
う
Ｐ
Ｆ

Ｉ
手
法
で
浄
化
槽
の
設
置
や
維
持
管
理

な
ど
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

Ｐ
Ｆ
Ｉ
契
約
と
し
て
は
、
平
成
31

年
３
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
設
置
業
務
の
契
約
が
平
成
30
年

３
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
同
事
業
の
契
約
先
で
あ
る
紀

　

町
で
は
、
平
成
20
年
度
か
ら
町
が
浄
化
槽
を
設
置
し
、
維
持
管

理
も
行
っ
て
い
く
『
紀
宝
町
営
浄
化
槽
整
備
推
進
事
業
』
で
の
浄

化
槽
設
置
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

４
月
か
ら
は
、
同
事
業
に
よ
る
浄
化
槽
の
設
置
業
務
が
、
こ
れ

ま
で
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
か
ら
指
定
工
事
店
制
度
に
変
わ
り
ま
す
の
で
、

今
月
号
で
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

町
営
浄
化
槽
の
設
置
は

Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
か
ら
指
定
工
事
店
制
度
に

設
置
分
担
金
や
使
用
料
は
変
更
な
し

各
種
補
助
金
も
継
続
し
て
行
い
ま
す

で
、浄
化
槽
設
置
分
担
金
（
表
①
参
照
）

を
ご
負
担
さ
れ
る
と
、
町
営
浄
化
槽
の

設
置
工
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
浄
化
槽
使
用
料
（
表
②
参

照
）
を
ご
負
担
さ
れ
る
こ
と
で
、
清
掃

や
法
定
検
査
、
保
守
点
検
と
い
っ
た
維

持
管
理
に
つ
い
て
も
町
が
責
任
を
も
っ

て
行
っ
て
い
き
ま
す
。

既
設
浄
化
槽
の

寄
付
も
受
け
付
け
ま
す

　

平
成
20
年
度
以
前
に
合
併
処
理
浄

化
槽
を
す
で
に
設
置
し
て
い
る
方
で
、

町
に
よ
る
維
持
管
理
を
希
望
さ
れ
る

 　
　
　

事
業
開
始
か
ら
10
年
が
経
過
し
、
事
業
手
法
を
変
更

　
　

町
営
浄
化
槽
事
業
が
変
わ
り
ま
す

シリーズ

～きれいな川を 未来に残そう～

浄化槽

町営浄化槽の
ここがポイント !!

　法定検査（11 条検査）は、町営浄
化槽の場合、浄化槽の維持管理スケ
ジュールに合わせる形で年間を通じ
て行われています。
　また、維持管理を行っている紀宝
町下水道サービス㈱と町が、指定検
査機関と浄化槽の管理情報を共有し、
円滑に検査を進めます。
　そのため、　法定検査日が近づいて
くると、「○月○日に実施します」と
いうハガキが届きますが、管理ファ
イルなどの準備は不要で、当日、本
人が不在でも、そのまま検査を行う
ことができます。
　

　浄化槽を設置しても、きれいな処
理水を保つためには、保守点検・清
掃（くみ取り）・法定検査といった維
持管理が欠かせません。
　なかでも、毎年１回、定期的に受け
られている法定検査（11 条検査）は、
浄化槽がきちんと維持管理され、正常
に機能しているかを調べる浄化槽の健
康診断のような大切な検査です。
　法定検査の案内文書が届いたら、
必ず検査を受けましょう。

法定検査は浄化槽の健康診断

浄化槽の法定検査
準備は不要で、不在でもＯＫ！

※ 11 人槽以上の使用料については、役場
環境衛生課までお問い合わせください。

表② 月々の浄化槽使用料

浄化槽
の種別 通　常 65 歳以上

のみの世帯

５人槽 3,800 円 2,000 円

７人槽 4,800 円 2,500 円

10 人槽 6,200 円 3,100 円

その１２８

環境衛生課　中野良太

何でも
聞いてください♪

※分担金には、7 条検査費用 8,000 円
が含まれています。

表① 浄化槽設置分担金の額

浄化槽の種別 分担金の額

５人槽 １６５，５００円

７人槽 ２０８，３４０円

10 人槽 ２７６，８００円

11 人槽以上 環境衛生課に
ご連絡ください

浄化槽設置の様子
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